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オープンイノベーション時代に

おける産学連携

University-Industry Collaboration in the Era of Open Innovation

池川隆司

顧客ニーズの多様化やグローバル競争の激化等の企業を取り巻く環境の急激な変化に効率的に対応する経営戦略論とし

て，オープンイノベーション（OI）が注目を浴びている．OI とは，基礎研究段階を含め，他機関と有機的に連携する方

法論である．大学と企業とが協働する取組み，すなわち産学連携は OI の典型例である．ここ 10 年，産学連携はそれを

推進する政策の奏功や企業における OI 気運の高まりを受け，順調に進展している．本稿では，OI をキーワードに産学

連携を解説するとともに，昨今主流となっている組織的連携や更なる発展に向けた課題を紹介する．

キーワード：オープンイノベーション，産学連携，組織的連携

�．は じ め に

持続的に利潤を産み出さなければならない企業におい

て，イノベーション過程での萌芽期を担う基礎研究所は

果たして必要なのか．ローゼンブルームらが，20 世紀

末「基礎研究所の時代の終えん」を説く編著(1)を通し

て，研究・開発に携わる我々に一石を投じた文言だ．そ

れまで，基礎研究から製品開発までを自前で行う経営戦

略が主流であった．基礎研究所は事業に資する成果を創

出するまでに多大な時間と労力を要するため，企業内に

それを持つことは投資リスクが大きい．当時，ICT 時

代をけん引した米国企業インテル社は基礎研究所を持っ

ていなかった．編著(1)では，これを含む多くの事例を論

拠に，基礎研究所を企業内に囲い込む経営戦略は終わり

つつあることが示唆されたのだ．

これに呼応するがごとく，21 世紀当初，チェスブロ

ウにより提唱され深く論じられたオープンイノベーショ

ン（Open Innovation．以下，OI と略記）と呼ばれるイ

ノベーション方法論が一躍注目を浴びた(2), (3), (注1)
．OI

とは，基礎研究段階を含め他機関と柔軟に協業する方法

論である．その目的は，自企業内での投資を抑えつつ優

れた製品やサービスをいち早く開発し，競争的優位を築

くことにある．

さて，研究者・技術者にとってなじみの深い産学連携

を俯瞰してみよう．「学」は基礎研究に対して深淵な

「知」を蓄積している．一方，「産」は「魔の川／死の谷

／ダーウインの海」と称する様々な難局を乗り越え，基

礎研究の成果を事業化／産業化へと結実する方法論に関

して豊富な「知」を有する．これら双方の「知」を融合

する取組み，すなわち「産学連携」こそ OIモデルを具

現化する典型例なのだ（文献(�)，pp. 187-189）．

米国における産学連携は，1990 年頃，企業での基礎

研究所全盛時代の終えんの兆し，東西冷戦構造の崩壊に

伴う大学への政府資金の減少，バイ・ドール法(用語) の施行

を背景に，本格的な展開が始まったとされる（文献(�)，

pp. 136-137）．現在，米国では，多くの大学がその地域の

企業群と密接に連携し顕著な成功事例を挙げている(7)
．

我が国の産学連携は，米国のそれと比べて約 20 年の

遅れがあるといわれている（文献(�)，p. 139）．しか

し，大学においては，TLO(用語) の整備促進を目的とし

た大学等技術移転促進法や日本版バイ・ドール法の策定

並びに国立大学法人化が奏功し，知的財産（以下，知財

と略記）に係るビジネス意識が醸成するとともに研究成

果を事業化へと展開させたい意識が高揚した．更に，企
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(注 1) OI の定義については多種多様であり，現状，世界的コンセンサ

スは得られていない(4)
．例えば，合併／買収（M & A）や資本提携もOI

の一種と捉えて論じられている文献も多い．本稿では，比較的広義の意

味で定義されているものの多くの論著において規範となっているチェス

ブロウの著書（文献(�)，p. xxiv）と編著（文献(�)，p. 1）での定義

を用いる．
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業（特にその経営幹部）での OI認知度向上を受け，こ

こ 10 年，日本の産学連携は着実に進展し続けている．

その主な形態は，「産」の一つの研究グループと「学」

の一つの研究室とが共同研究等を通して連携する個対個

から，各組織の経営ビジョンに沿った運営や複数の研究

グループや複数の研究室から構成される大規模プロジェ

クトによる共同研究等を狙った組織対組織へと移りつつ

ある．そこで，本稿では OIモデルをキーワードに産学

連携の系譜や組織的連携を解説するとともに，更なる発

展に向けた課題に言及する．

"．オープンイノベーションモデルと産学連携

OI の概念を図 1(2), (3)に示す．図 1 が示すように，OI

とは企業内の経営資源（知，人材，技術，財源，設備

等）だけに頼るだけではなく企業外所有の経営資源を積

極的に活用する方法論である．つまり，プロジェクトの

立ち上げを引き起こす知や技術は自企業所有のみにこだ

わらない．また，開発段階や事業化に向けたプロセスに

おいても企業外からの知や技術等を積極的に取り込む．

これにより，研究開発や事業化が効率的に進められ，既

存のみならず新しい市場にいち早く製品やサービス等を

提供することが可能になるといわれている．更に，OI

では企業内で産み出された知財を他企業にライセンス提

供したり，別企業において効率的に製品化可能と見込ま

れた成果についてはベンチャー創業により事業化するこ

とも視野に入れている．

開発段階から他機関と協業する事例は多い．「知」の

融合の必要性を説くチェスブロウは，研究段階において

も他機関と協業する点を重要視し，図 1 に示すようにこ

れを明記した．

OI に対峙する方法論として，クローズドイノベー

ション（CI : Closed lnnovation）がある．これは，研究

開始から事業化に至るまで，図 1 で示した境界線を越え

ることなく自企業内の経験資源のみを使ってプロジェク

トを遂行するモデルである(注2)
．

OI が推進された主な背景として，以下が挙げられ

る(2), (8)
．

･製品／サービスのライフタイム短縮化とコモディ

ティ化

製品やサービスのライフサイクルは短縮化傾向にあ

る．それらの市場投入後，多くの競業企業により短期間

で類似の製品やサービスが開発される場合が多い．結果

的にコモディティ化を引き起こし，価格の低下が生じて

しまう．CIモデルのような経営戦略では，ライフサイ

クル内での研究開発費の回収が困難となった．

･システム／業務プロセスのモジュール化

モジュール化とは，「複雑なシステムや業務プロセス

を互いに独立に設計可能とする自律的なサブシステムや

サブプロセスに分解すること」を意味する．ICT 分野

では，このモジュール化が製品やサービスを迅速かつ低

廉に産み出す原動力となった(9)
．モジュール化とモ

ジュール間インタフェースのオープン化により，他企業

の参入が促進された．

･知財流通基盤の整備

TLO の設立や特許流通アドバイザーのような仲介者

の登場に見られるように，知財を円滑に流通させる基盤

が整備された．これに伴い，死蔵されている知財の外部

流出が促進された．

･ (労働力の流動性を通した）知の流動性の向上

価値ある知を持つ人材の流動化に付随して知の流動性

が高くなった．これにより，外部から有益な知を得るこ

とが比較的容易となった．

さて，図 1 での「企業外」を「大学」と置き換えると

産学連携モデルと符合することは自明であろう．
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■ 用 語 解 説

バイ・ドール法（Bayh-Dole Act） 1980 年に米国のバ

イ上院議員とドール上院議員が中心となって議員立法化され

た．同法成立前は，連邦政府から資金援助を受けたプロジェ

クトにおいて産み出された知財（特許など）の権利は，原

則，政府に帰属されていた．しかし，同法によって，大学が

知財の所有権を得ることが可能となった．更に，その大学は

該当する特許を他者に独占的に実施させてもよいことが認め

られ，実施許諾料等の利益を享受できるようになった．日本

では，同様な条項が 1999年に制定された産業活力再生特別

措置法に盛り込まれた．

TLO（Technology Licensing Organization） 大学の研

究成果を産業界へ移転し，得られた収益を大学に還元するこ

とを目的とした機関．日本では，この機関の整備促進を狙っ

た大学等技術移転促進法が 1998年に制定された．

共有成果に係る不実施補償 企業と大学との共同研究契

約において，多大な労力を要する事項が「共有成果に係る不

実施補償の取扱い」である．企業同士の共同研究の場合，各

企業は共有成果を無償で実施できるのが通例である．しか

し，企業と大学との共同研究の場合，大学は自身が実質的に

共有成果を実施し利益を獲得する機能を有しない由により，

共有成果の実施料の支払いを相手方企業に求めてくることが

ある．これを不実施補償と呼ぶ．

一つの製品を産み出すのに多数の特許が関わり権利関係が

複雑となる事例が多い ICT分野の企業においては，不実施

補償に対し抵抗感がある．そこで，企業が独占的に実施する

場合のみ大学に補償したり，特許の出願・維持経費の応分を

負担する等のアレンジを加えることによって，双方合意に至

ることが多い．

■
(注 2) CIモデルは，文献(�)において言及されているリニアモデルと

等価である．
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図 2(10), (11)に国立大学等（国立大学，大学共同利用機

関，国立高等専門学校）における民間企業との共同研究

数の推移を示す(注3)
．この共同研究数は産学連携の活発

度を示す尺度とみなすことができる．図 2 から，2000

年頃を起点として共同研究数が増加していることが分か

る．J．において触れるが，この要因として 1998年の大

学等技術移転促進法（TLO 法）の策定や日本経済団体

連合会等の産業界から政府・大学への積極的な提言(12)

が挙げられる．また，国立大学数はさほど増加していな

いにも関わらず共同研究数は年ごとに着実に増加してい

る．この理由の一つとして，企業における OI意識の浸

透がある(注4)
．なお，共同研究活動の活性化に伴い，実

利ある成果が創出されていることも報告されている(13)
．

J．産学連携の系譜と組織的連携

J.� 系譜

我が国の産学連携は，米国のそれに触発を受け大きく

進展している(14)
．そこで，本章では，米国での産学連

携の系譜を併記し，日本のそれを簡単に振り返ってみた

い(6), (14)
．

図 3 に，米国並びに日本の産学連携の系譜を示す．な

お，図 3 には産学連携に関係する産業界の動向やそれに

関係する科学技術政策指針も併記している．

1980 年代，米国では，日本をはじめとするアジア勢

の台頭により，製造業の競争力が著しく低下し膨大な貿

易赤字を抱えてしまった．これに対し，米国は様々な対

策を講じた．その中核となったものが 1985年に「産業

競争力についての大統領委員会」によりまとめられた米

国の競争力に関する報告書「グローバル競争：新しい現

実｣(注5)である．

同報告書では，知財の保護強化や産学官連携強化等の

提案がなされ，その後の米国での科学技術・イノベー

ション政策に大きな影響を与えたとされる．更に，米国
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図 � オープンイノベーションモデル（出典：チェスブロウの著書 (q)における図 r.s並びに図
r.t及び編著(t)における図 s.qを基に筆者なりの解釈を加筆）

(注 3) 2002 年度以前，私立大学を対象とした共同研究数については，

十分に調査されていない(11)
．そこで，本稿では国立大学等を対象とした

共同研究数を取り扱う．なお，2003 年度以降，私立大学と民間企業との

共同研究数についても，国立大学等のそれと同様に順調に増加している．

(注 4) 最近の主要企業へのアンケート結果(13)によると，OI を期待する

相手先機関として，国内の大学を国内の民間企業より選ぶ傾向が鮮明と

なっている．

(注 5) J.A. Young氏が本委員長を務めていたことから，その名を取っ

てヤングレポートと呼称されることが多い．

図 " 国立大学等における民間企業との共同研究数の推移
（出典：文献(s�)，(ss)を基に筆者作成）
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内では，大学から産業界への技術移転を積極的に促すた

めにバイ・ドール法が策定された．1990 年頃，東西冷

戦構造の崩壊を迎え大学への政府資金が減少した．その

一方，企業では CIモデルを批判（言い換えれば OIモ

デルを認知）する傾向が強まり研究開発の投資先は事業

密着型テーマを選択するようになった．このような背景

から，結果的に産学連携が本格的に展開するようになっ

た．この頃，ベンチャー支援や地域振興の政策が打ち出

され，シリコンバレーなどでの大学発ベンチャー創業が

隆盛となり，大学が産業競争力の源になった．

米国は，自国内で改革を進める一方，「基礎研究ただ

乗り」批判を通して台頭してきた日本に対して圧力をか

けてきた．日本政府は，これを受けて，基礎研究重視施

策を打ち出す．科学技術創造立国をうたい 1996年から

5年単位の科学技術基本計画が策定される．バブル期を

迎えた企業は，研究開発への投資を拡大させた．その方

向は基礎研究であった．しかし，1990 年代後半このバ

ブル経済は崩壊し未曾有の不況にあえぐ．日本政府は，

このような苦境を脱出するために，大学の知を有効活用

し，産業競争力を再度復活させることが重要と認識し，

1998年に大学等技術移転促進法（TLO 法）を，続いて

1999年に産業活力再生特別措置法（日本版バイ・ドー

ル法）を制定した．2000 年頃，産業界から政府・大学

への様々な提言がなされ，大学における意識改革を促し

た．2004年には，国立大学の業務として大学の研究成

果を社会に還元することを求めた国立大学法人化が始ま

り，大学では産学連携の重要性が一気に浸透した．この

ような背景から，企業と大学という組織対組織の連携を

組む組織的連携の枠組みが整備され，主要な企業・大学

において組織的連携が始まった(15)
．これについては，

J."にて解説する．

この頃の米国の情勢について紹介したい．米国では

2001 年に発生した同時多発テロ事件や ITバブル崩壊後

の不況に苦慮していた．その打開策として，産業界・学

会・政府・労働界のリーダーから構成される競争力評議

会により 2004年に「イノベートアメリカ」と題する報

告書(16), (注6)が発表された．この報告書では，政策の機軸

を競争から協働へ替えてでも社会システム全体をイノ

ベートすることを提言している．この報告書の影響を強

く受けた日本政府は，2006年にスタートした「第 3 期

科学技術基本計画」において，イノベーションを次の国

電子情報通信学会誌 Vol. 94, No. 7, 2011576

図 J 日本と米国における産学連携の系譜

(注 6) 本評議会の取りまとめ役を務めた S.J. Palmisano氏の名前を借

りてパルミサーノレポートとも呼ばれる．
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家戦略の重要項目の一つとして位置付けた．なお，この

基本計画では，産学連携に関して踏み込んだ記述がなさ

れ，「戦略的・組織的な連携の促進」をうたっている

（文献(17)，pp. 28-30）．

J." 組織的連携

国立大学法人化前の産学連携形態の主流は，大学内の

一研究室と企業内の一部門により共同研究等が実施され

る，いわゆる個対個であった．国立大学法人化を契機に，組

織対組織で包括的連携契約を結び，共同研究や人的交流

等を推進させる組織的連携システムが構築され始めた．

図 4に組織的連携モデルを示す．組織的連携の大きな

特徴は，企業並びに大学の中長期的経営方針を産学連携

活動に反映させることにある．双方のトップは，連携推

進委員会を通して，各々の中長期経営方針のもと，連携

方針の意思決定を行うとともに PDCAサイクルを実施

し，企業・大学を取り巻く環境の変化に柔軟に対応しつ

つ骨太な産学連携を進めていく．共同研究テーマは，複

数の研究開発グループ・研究室から構成される大規模プ

ロジェクトも視野に入れている．つまり，「面」の接触

としての共同研究を遂行するシステム構築を目指す．更

に，共同研究テーマのマッチング，契約手続，知財管理

等を行う事務部門が組織的連携活動を支える．

契約手続の迅速化を実現するために，双方の立場の違

いにより合意に至るまで多大な労力を要する契約事項

（共有成果に係る不実施補償(用語) のような知財条項(18)

等）を組織間で事前に合意しておくことが多い．

なお，組織的連携の具体的な事例については，例えば

文献(19)を参照されたい．

e．更なる発展に向けて

組織的連携の枠組の整備に見られるように「産」と

「学」が密接に連携する基盤は整いつつある．しかしな

がら，更なる発展に向けて課題があることが報告されて

いる（例えば，文献(20)）．本稿では，現場に携わって

いる筆者の経験を通して感じている幾つかの課題を列挙

したい．

（�） 多様な「面」の融合化

第 4期科学技術基本計画(21)において取り上げられて

いるグリーンイノベーションやライフイノベーションの

ような社会的課題を内包するイノベーションにおいて

は，多岐の分野にわたる知の融合が必要であろう．これに

あたって，複数の企業や複数の大学が共通の場に集まっ

て連携する体制が必要となってくる．このようなコンソー

シアム的な組織的連携を円滑に運営するためにはハブの

役割が重要となる．ハブの役割問題を含め，異なる「面」を

通して知の流通を促進させ，知を有機的に融合させるOI

の実現に向けた仕組み作りが大きな課題である(注7)
．

（�） 更なる質的向上

共同特許出願数や共著論文数等の定量的側面では着実

に向上している．今後は成果の質（例えば研究成果が事

業化へと結実する率，社会に多大なインパクトを与える

論文等での掲載率）の向上が大きな課題と考えられる．

この解決策案を次に挙げる．

･課題解決型連携の推進

第 4期科学技術基本計画(21)や講演(22)で述べられてい

るように，「シーズ先行型」ではなく事業化や産業化な

どの出口を見据えた「課題解決型」のイノベーションが

期待される．「産」と「学」には，それぞれ市場や顧客

解説 オープンイノベーション時代における産学連携 577

図 e 組織的連携モデル

(注 7) 文献(14)，(20)や報告書「イノベートアメリカ」（文献(15)，

pp. 46-47）では，知の流通が促進された連携システムを，協働と競争を

しつつ持続的な発展を遂げてきている生態系システムとして捉え，イノ

ベーションエコシステムとして表現している．
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ニーズの動向と科学技術や社会の動向に対する深い知を

持つ．これらの知の融合により，様々な動向に基づく適

切な課題分析は可能であろう．共同研究計画立案時に，

課題やその課題解決に向けたアプローチ並びに成果の青

写真を当事者間で十分吟味し共有することが必要であろ

う．これにあたって，各当事者の立場や文化の違いを理

解しつつ，上記案件の合意形成を支援するコーディネー

ターの育成が肝要である．

･パッションマインド等の醸成

ばく大な特許実施許諾料を産み出し産学官連携モデル

の成功事例である「窒化ガリウム青色発光ダイオー

ド｣(23)の研究開発・事業化においては，プロジェクトメ

ンバーやコーディネーターの「パッション」が成功を導

いたといわれている．更に，著書（文献(�)，p. 224）

では，それに加え「謙虚さ」の重要性を説いている．

パッションと謙虚さが当事者間の強固な信頼関係を構築

し，ひいては，様々な難局を乗り切る原動力の源になる

と信じている．これらのマインドを醸成する仕組み作り

を切に期待したい．

l．お わ り に

本稿では，オープンイノベーションの潮流を受け，こ

こ 10 年着実に進展している産学連携を解説した．

産学連携の持続的発展に向けた本質的課題は「Win・

Win 関係の構築とその維持」であろう．営利を追求す

る「産」の Win は「利潤の獲得」である．その一方，

2006年の教育基本法の改正に伴い，大学の役割として

「教育」，「研究」に加え，「研究成果の社会還元」が位置

付けられたものの，「学」のWin は「社会貢献に資する

人材の輩出」であろう．現在，筆者は，e．で述べた課

題を念頭に置き，この Win・Win 関係の産学連携モデ

ルを模索している．本稿がこのモデル創出の議論につな

がれば幸甚である．

謝辞 名古屋大学産学官連携推進本部笠原久美雄教授

から，産学連携の系譜について，貴重な御意見を頂きま

した．記して感謝の意を表します．
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